
新座市の財政健全化判断比率（令和３年度決算）

（単位：％）

（備考）

・ 令和３年度決算において、実質赤字額及び連結実質赤字額はありませんで

した。

・ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準値は、毎年度、自治

体ごとに設定されます。

・ 将来負担比率に、財政再生基準は設けられていません。

実質赤字比率
連結

実質赤字比率
実質公債費比率 将来負担比率

新座市 ― ― ５．１ ２５．３

早期健全化基準 １１．７１ １６．７１ ２５．０ ３５０．０

財政再生基準 ２０．００ ３０．００ ３５．０


